
年 金
だより

　
保
険
年
金
課　
☎
51
―
６
６
２
８

　
高
岡
年
金
事
務
所

　
　
☎
21
―
４
１
８
０

 

（
音
声
案
内
は
②
番
↓
②
番
）

問
合
せ
先

知っ 情報!得
　
約
20
年
ぶ
り
と
な
る
新
紙
幣
の
発
行
が
７
月
に
始
ま
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
便

乗
し
た
詐
欺
行
為
の
発
生
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

予
想
さ
れ
る
ト
ラ
ブ
ル

・ 「
旧
紙
幣
が
使
え
な
く
な
る
」「
そ
の
新
紙
幣
は
偽
札
だ
」
と
言
っ
て
交
換
を
求

め
ら
れ
る
。

・ 

金
融
機
関
の
職
員
を
装
っ
た
者
が

「
旧
紙
幣
を
振
り
込
ん
で
く
れ
れ

ば
新
紙
幣
に
交
換
す
る
」
な
ど
と

言
っ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
旧
紙
幣
を
振

り
込
ま
せ
る
。

消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

新紙幣発行に伴うトラブルに注意！
消費生活 第100回

射
水
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
生
活
安
全
課
内
）

月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

☎
52
ー
７
９
７
４

富
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
高
岡
支
所

　
（
高
岡
市
御
旅
屋
町
１
０
１
番
地　
御
旅
屋
セ
リ
オ
５
Ｆ
）

月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

☎
25
ー
２
７
７
７

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　
☎
１
８
８

問
合
せ
先

新
紙
幣
発
行
に
便
乗
し
た
詐
欺
に

 

ご
注
意
く
だ
さ
い

● 

新
紙
幣
発
行
後
も
、
旧
紙
幣
は
使
え
ま
す
。

● 

金
融
機
関
や
行
政
機
関
が
新
紙
幣
に
つ
い
て
交
換
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
決
し
て
お
金
を
渡
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

● 

新
紙
幣
に
関
す
る
不
審
な
電
話
や
メ
ー
ル
、
訪
問
が
あ
っ
た
場
合
は
、
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
や
警
察
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
会
社
を
退
職
し
た
ら
、
厚
生
年
金
保
険

の
資
格
を
喪
失
す
る
た
め
、
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
方
は
国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続

き
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
退
職
し

た
こ
と
が
わ
か
る
書
類
を
会
社
か
ら
受
け

取
り
、
市
役
所
窓
口
で
届
出
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
扶
養
に
な
っ
て
い
た
配
偶
者
の

方
も
同
様
に
、
第
３
号
被
保
険
者
か
ら
第

１
号
被
保
険
者
へ
の
種
別
変
更
の
届
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

届
出
に
必
要
な
書
類

●

厚
生
年
金
資
格
喪
失
連
絡
票

　
（
会
社
か
ら
も
ら
う
も
の
）

●
 

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の
、

ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※ 

再
就
職
が
決
ま
っ
て
い
る
方
で
も
、
次

の
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
す
る
ま
で
は
、

国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

届
出
を
忘
れ
る
と
…

　
転
職
や
退
職
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
国
民

年
金
の
届
出
が
必
要
と
な
っ
て
い
な
が
ら
、

未
届
出
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
年
金
事
務

所
か
ら
勧
奨
状
に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

送
付
さ
れ
た
届
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

市
役
所
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

特
例
免
除
制
度

　
退
職
し
、
世
帯
の
所
得
が
少
な
く
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、
免

除
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
申
請

の
際
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た

は
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
が
必
要

で
す
。

国
民
年
金
Ｑ
＆
Ａ

会
社
を
辞
め
た
ら
届
出
は
必
要
？▲日本年金機構
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